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ライブネット株式会社
TEL 0495-27-2277

が

な方へ心配

※有償にて消去証明書も発行しております。※ブラウン管のモニタは回収しません。

０円

小 田 切 ( 0 9 0 - 3 5 2 0 - 4 2 6 5 )
駅南る～ぱんさん前 09:00~18:00営業時間

パソコン廃棄

ご自宅へ訪問 電話1本で
お伺い
面倒な
手続きや
梱包は不要

回収料金

本庄市見福2-8-11

大事なデータは
物理的に破壊するため安心！

ちょっと自宅は…
という方は、
持ち込みもＯＫ！

駐車場完備０円

不要な

創業7年目のライブネットに
お任せ下さい

パソコン
回収

(代)

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉 脇島正法律事務所

埼玉弁護士会所属 弁護士 脇島 正

予約制 受付時間：平日 ～

〒 本庄市早稲田の杜
からも予約できます

収入のない方も安心してご相談ください
法テラス制度を利用することで負担なく弁護士に依頼できます

夜間・土日
応相談

初回相談料無料

28令和６年10月１日号29

自
衛
官
募
集
案
内

◎
一
般
曹
候
補
生

受
付
期
間　
11
月
28
日
㈭
ま
で

応�

募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

の
方
（
採
用
予
定
月
の
1
日
現

在
）

1�

次
試
験
（
ｗ
ｅ
ｂ
試
験
）　
12

月
7
日
㈯

※
試
験
は
指
定
会
場
で
実
施
。
申

込
や
入
隊
時
期
等
、
詳
し
く
は
自

衛
官
募
集

を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

★�

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊

谷
地
域
事
務
所
☎
０
４
８
‐

５
２
２
‐
４
８
５
５

市
役
所
の
人
事
異
動

8
月
31
日
付
け　
退
職

▽�

福
本　
沙
織
（
都
市
整
備
部
建

築
開
発
課
主
事
）

９
月
９
日
付
け　
退
職

▽�

赤
尾　
直
行
（
企
画
財
政
部
部

付
課
長
）

★
行
政
管
理
課
☎
25
‐
１
１
６
０

令
和
6
年
度
埼
玉
県
市
民
後

見
人
養
成
研
修

　
地
域
で
後
見
人
と
し
て
活
動
し

た
い
方
向
け
の
研
修
で
す
。

研�

修
方
法　
動
画
配
信
及
び
対
面

研
修

※
研
修
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
、
詳

し
く
は
埼
玉
県
へ
。

対
象　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

・・
市
内
在
住
者

・・�

市
民
後
見
人
と
し
て
活
動
す

る
意
思
が
あ
る
方

・・�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
で

き
る
環
境
を
整
え
ら
れ
る
方

定�

員　
１
０
０
名
（
多
数
の
場
合

抽
選
）

費�

用　
無
料

※
研
修
資
料
・
講
義
動
画
視
聴
後

の
課
題
の
印
刷
、
交
通
費
等
は
自

己
負
担
。

申�

込　
10
月
31
日
㈭
ま
で
に
申
込

書
（
埼
玉
県
で
配
付
）
を
直

接
左
記
へ

★
地
域
福
祉
課
☎
25
‐
１
１
４
２

ク
ア
ウ
ト
ス
タ
ジ
オ
主
宰
）

対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
者

定
員　
30
名
（
先
着
順
）

費
用　
無
料

用�

意　
運
動
す
る
服
装
、
ヨ
ガ
マ

ッ
ト
（
バ
ス
タ
オ
ル
）、
飲
み
物

申�

込　
10
月
10
日
㈭
か
ら
電
話
で

左
記
へ
（
受
付　
平
日
午
前
10

時
～
午
後
４
時
）

★�

本
庄
南
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

シ
ャ
ロ
ー
ム
☎
23
‐
９
５
８
０

手
話
通
訳
者
全
国
統
一
試
験

対
策
講
座

日�

時　
11
月
7
日
か
ら
12
月
5
日

ま
で
の
毎
週
木
曜
日　
全
5
回

午
前
10
時
～
正
午　

会�

場　
は
に
ぽ
ん
プ
ラ
ザ
２
階
活

動
室
Ｃ

講�

師　
本
庄
市
児
玉
郡
広
域
聴
覚

障
害
者
福
祉
協
会
会
員
、
本
庄

市
児
玉
郡
広
域
手
話
通
訳
問
題

研
究
会
会
員

対�

象　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

•
市
内
ま
た
は
児
玉
郡
内
在
住
者

•�

聴
覚
障
害
者
福
祉
に
関
わ
る
活

動
に
携
わ
る
方

•�

手
話
通
訳
者
養
成
講
座
を
修
了

し
た
方

•�

児
玉
郡
市
登
録
手
話
通
訳
者
と

し
て
活
動
す
る
意
思
の
あ
る
方

定
員　
10
名
（
先
着
順
）

申�

込　
10
月
7
日
㈪
か
ら
23
日
㈬

ま
で
に
電
話
ま
た
は
直
接
左
記
へ

★�

(福)
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
22
‐
７
２
７
５

本
庄
商
工
会
議
所
創
業
セ
ミ
ナ
ー

　
起
業
し
た
い
け
ど
方
法
が
分
か

ら
な
い
、
何
か
ら
始
め
た
ら
い
い

の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
方
、
ぜ

ひ
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日�

時　
11
月
7
日
㈭
・
14
日
㈭
・

21
日
㈭
・
12
月
5
日
㈭　
全
４

回　
午
後
2
時
～
5
時

会
場　
本
庄
商
工
会
議
所

講�

師　
青
木　
一
生　
氏
（
中
小

企
業
診
断
士
）

対�

象　
創
業
を
目
指
す
方
、
創
業

後
間
も
な
い
事
業
者　
な
ど

内�

容　
創
業
に
必
要
な
準
備
、
事

業
計
画
の
作
成
や
資
金
の
準
備
、

補
助
金
等
の
活
用　
な
ど

定
員　
15
名
（
先
着
順
）

費
用　
無
料

用
意　
筆
記
用
具

申�

込　
10
月
31
日
㈭
ま
で
に
電
話

ま
た
は
直
接
左
記
へ

★�

本
庄
商
工
会
議
所

☎
22
‐
５
２
４
１

本
庄
早
稲
田
塾
品
質
管
理
研
修

　
品
質
管
理
と
は
何
か
、
分
か
り

や
す
く
解
説
し
ま
す
。

　
品
質
管
理
を
基
礎
か
ら
学
び
た

い
方
、
管
理
監
督
者
や
品
質
に
携

わ
る
リ
ー
ダ
ー
・
実
務
担
当
者
の

能
力
開
発
と
し
て
、
お
役
立
て
く

だ
さ
い
。

日�

時　

11
月
26
日
㈫
・
27
日
㈬　

午
前
9
時
30
分
～
午
後
4
時
45
分

会�

場　
早
稲
田
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

講
師　
菅
生　
雅
臣　
氏

対�

象　
管
理
監
督
者
、
経
営
者
、

実
務
担
当
者
、
品
質
管
理
を
基

礎
か
ら
学
び
た
い
方　
な
ど

定
員　
30
名
（
先
着
順
）

費�

用　
１
万
６
０
０
０
円
（
テ
キ

ス
ト
代
を
含
む
）

申�

込　
10
月
８
日
㈫
か
ら
11
月
21

日
㈭
ま
で
に
、
電
話
ま
た
は
左

記
コ
ー
ド
へ

★�

（
公
財
）本
庄
早
稲
田
国
際
リ
サ

ー
チ
パ
ー
ク
☎
24
‐
７
４
５
５

成
年
後
見
な
ん
で
も
相
談

　
成
年
後
見
制
度
の
疑
問
に
弁
護

士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
が

答
え
ま
す
。

日�

時　
10
月
19
日
㈯　
午
前
10
時

～
午
後
4
時

【
電
話
相
談
】

☎�

０
４
８
‐
８
７
２
‐
８
０
５
５

※
当
日
お
電
話
く
だ
さ
い
。

【
対
面
相
談
】

会�

場　
埼
玉
司
法
書
士
会
館
（
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
‐
16
）

費
用　
無
料

申�

込　
事
前
予
約
制
。
10
月
11
日

㈮
ま
で
に
電
話
で
左
記
へ

★�

埼
玉
県
地
域
包
括
ケ
ア
課

　
☎
０
４
８
‐
８
３
０
‐
３
２
５
１

介
護
者
教
室
「
か
ら
だ
が
楽

に
な
る
運
動
を
し
ま
せ
ん
か
」

　　
か
ら
だ
が
す
っ
き
り
楽
に
な
る

新
感
覚
の
運
動「
ね
こ
ろ
ビ
ク
ス
」

を
体
験
し
、
か
ら
だ
の
疲
れ
を
癒い
や

し
ま
せ
ん
か
。

日�

時　
10
月
25
日
㈮　
午
後
２
時

30
分
～
４
時

会�

場　
は
に
ぽ
ん
プ
ラ
ザ
２
階
活

動
室
Ａ
・
Ｂ

講�

師　
山
本　
道
代　
氏
（
ワ
ー

催
し
・
講
座

催
し
・
講
座

は
に
ぽ
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ
対
象
事
業

広報ほんじょうに掲載の情報は、「ほんじょうＦＭ（FM89.3MHz または専用アプリ等）」でもお知らせしています。 
放送時間【平日１日３回：午前７時 55 分ごろ、11 時 55 分ごろ、午後５時 55 分ごろ】

行政相談月間 ★市民課☎25-１１１３
９月・10月は

▲

行政相談とは
　行政相談とは、行政に関する苦情や意見、要望等
を受け付け、解決や実現を促進する制度です。
　行政相談月間の期間中、行政相談制度について広
くお知らせし、皆さんに制度を有効活用していただ
くため、各地で関係行事が行われます。
　市でも、次の日程で行政相談を行います。
●�日時　10 月 17 日㈭　午前 10 時～正午、午後１時

～３時
●会場　市役所１階市民相談室
●�相談内容　福祉、医療、保険、年金、道路に関す

ること　など
※相談内容が、国や県の業務に関係したものでも、
お気軽にご相談ください。

▲

ご利用ください、行政相談
　行政相談は、市役所で毎月開催しています（要予約）。
　日程及び予約方法は、毎月の広報ほ
んじょう（今月は 36 ページ）及び市
でお知らせしています。

▲

紹介します、わがまちの行政相談委員
　竹沢　弘子　氏（千代田）
　奥原　栄一　氏（児玉町塩谷）
　星野　義典　氏（中央）
　皆さんからの相談は、身近な相談相手として総務
大臣から委嘱された行政相談委員がお聴きし、アド
バイス等を行います。

市

自衛官募集

申込 埼玉県


